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立地適正化計画に基づく『届出』とは 
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立地適正化計画は、人口減少社会を見据えて、平成 26 年（2014 年）に都市再生特
別措置法において新たに作成することが可能となった土地利用等に関する計画です。 
人口減少を前提として、人口が減少しても暮らしの質を維持することを目的に、今後

の市街地のあり方にメリハリをつけるもので、本市では、平成 31（2019）年 3月に策
定しています。 
本計画は、概ね 5年ごとに成果を検証し、見直しを図るとしていることや、法改正に

より、本計画に防災指針（居住及び都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災の
機能確保に関する指針）を位置付けるとされたことから、「第三次富士市都市計画マス
タープラン」の策定に合わせて、令和６（2024）年 3月に改定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

立地適正化計画の公表に伴い、一定の区域において開
発・建築等の行為を行う場合には、法の規定（都市再生
特別措置法第 88条第 1項、第 108条第 1項、第 108
条の 2）に基づき、市への届出が義務付けられます。 
 
立地適正化計画に基づく届出は、住宅開発や日常生活
に係る施設整備等の動向を把握するとともに、本市の
まちづくりの方向性を市民・事業者の方に周知するこ
とを目的としています。 

集約・連携型 

都市づくり推進戦略 

「集約・連携型都市づくり推進戦略」は… 
立地適正化計画 と 市街化調整区域の土地利用方針の２本立てで構成されています。 

における 
土地利用計画の方針 

における 
土地利用計画の制度 

市街化調整区域 市街化区域 

市街化調整区域 
の土地利用方針 

立地適正化計画 

  

立地適正化計画とは？ 
 

立地適正化計画に基づく『届出』とは？ 
 

届出とは？ 

届出の目的 

《 富士市における立地適正化計画の位置付け 》 



立地適正化計画の概要 
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人口減少を前提として、人口が減少しても暮らしの質を維持することを目的に、今後
の市街地のあり方にメリハリをつけるものです。そのための具体的な手法として、都市
機能や居住地を一定のエリアに緩やかに誘導し、効率的な施設の配置や適切な人口密度
の確保を実現するものです。 
 

 
 

人口が減少しても暮らしの質の維持を図るとともに、多様な暮らしを実現するため、
立地適正化計画区域内において「5つの区域」を設定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ ★ 

立地適正化計画区域内における５つの区域 
 

《 ５つの区域の目指す姿 》 

ゆとりある低層住宅区域 
…閑静でゆとりある低層住宅
の専用地に特化した区域 

 

都市機能誘導区域 
…商業・医療・公共施設等の都市機能を公共交通

の充実した都市拠点や生活拠点に誘導・集約し、
各拠点の賑わいや、利便性向上を図る区域 

住宅店舗等共存区域 
…住宅と一定規模の店舗が共存す

る比較的利便性が高い生活環
境を形成する区域 

市
独
自 

設
定
区
域 

工業振興区域 
…産業基盤を維持するととも
に、企業等の良好な操業環
境を形成する区域 

法
令
区
域 

居住誘導区域 
…人口減少下においても、一定の人口密度を
維持し、利便性の高い公共交通と生活利便
施設の立地を維持する区域 

 

 

都市機能誘導区域 
まちなか   地域生活拠点 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

■ 災害リスクの高い区域 

凡例 

★  ★ 

《 区域図 》 

立地適正化計画の目的と手法 

★  

★  

※災害リスクが高い土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、
急傾斜地崩壊危険区域、洪水浸水想定区域（計画規模 浸水深 3.0m 以上の区域（まちなかを除く））、
浸水実績箇所（床上浸水被害）は、都市機能誘導区域及び居住誘導区域に含んでおりません。 
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  まちなか 地域生活拠点 

  ① 

富
士
駅
周
辺 

② 

富
士
中
部
周
辺 

③ 

吉
原
中
央
駅･

本
町
駅
周
辺 

④ 

新
富
士
駅
周
辺 

⑤ 

富
士
見
台 

⑥ 

広
見 

⑦ 

入
山
瀬
駅
周
辺 

⑧ 

岳
南
富
士
岡
駅
周
辺 

⑨ 

吉
原
駅
周
辺 

⑩ 

富
士
川
駅
周
辺 

都市機能誘導施設 
 大学 ○       

専修学校 ○       

各種学校 ●       

図書館 ●       

文化会館 ●       

中枢的な行政機能を有する施設 
（市役所等） 

● 
      

病院 ●       

大規模小売店舗 
(ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄを除く) 

● 
      

映画館 ○       

スーパーマーケット・ドラッグストア※ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

金融機関・郵便局 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

立地推奨施設 
 ホテル・オフィス ● ● ● ●       

コンビニエンスストア ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● 

 

 
 

都市機能誘導区域を対象に、都市
の魅力や活力を向上させる施設等を
「まちなか」または「地域生活拠点」
に分類し、「都市機能誘導施設」とし
て設定します。また、市内外の人の
交流促進や、本市の都市活力向上に
寄与する施設のほか、市全域に必要
な施設を、市独自の「立地推奨施設」
として設定します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市機能誘導施設 
 

《 都市機能誘導区域 拠点箇所位置図 》 

② 

④ 
① 

③ 

⑨ 

⑥ ⑤ 

⑦ 

⑩ 

⑧ 

：誘導する施設(現況立地有) 

：誘導する施設(現況立地無) 

 ：誘導施設に位置付けない 

凡例 

※スーパーマーケット・ドラッグストア 
富士市中規模小売店舗の出店等に関する要領店舗面積 500 ㎡以上で生鮮食料品を取扱うもの 



届出に必要な手続き 
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住宅の開発行為・建築行為の計画 

 
 
 
（1）届出が必要となる行為・区域 
住宅などの開発行為や建築行為を計画している場合、次のフローにより、届出が必要

な行為や区域に該当するか確認して下さい。 
 
 

≪届出対象行為・区域の確認≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

以下の行為が対象となります。 

以下の区域が対象になります。 
 
 
 
 
※都市機能誘導区域は居住誘導区域に含まれます。 

住宅の建築などをする場合 
 

YES 

NO 

◆行為対象地のすべてが居住誘導区域外 
◆行為対象地が居住誘導区域と災害リスクの
高い区域にまたがる 

NO 

届 出 不 要 届 出 必 要 

開発行為 ※「ミニ開発」を含む 

◆3戸以上の住宅建築が目的の 
開発行為 
（例）３戸の 

開発行為 
 

 
◆1 戸又は２戸の住宅建築が目的の
開発行為で 1,000㎡以上の規模の
もの 

（例）1,300㎡、 
1戸の開発行為 

建築等行為 

◆３戸以上の住宅を新築しようとす
る場合 

◆建築物を改築し、又は建築物の用
途を変更して３戸以上の住宅とす
る場合 

（例）３戸の建築行為 
 
 
 

届出対象行為の確認 

届出対象区域の確認 

YES 

≪届出不要の例≫ 

 800㎡、２戸の開発行為 1戸の建築行為 

確認① 

確認② 

NO 
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（2）提出書類 
     対象の行為等について届出をする場合、下記の書類を各 2部提出してください。 

 

◆開発行為の場合 

届 出 書：様式 1（開発行為届出書） 
添付図書：①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共

施設を表示する図面で縮尺 1/1,000 以上のもの（例：位置図 等） 
②設計図で縮尺 1/100 以上のもの（例：土地利用計画図 等） 
③行為を行う土地の地番がわかる図書 
④委任状（届出者以外が届け出る場合） 

 
◆建築等行為の場合 

届 出 書：様式２（住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更 
して住宅等とする行為の届出書） 

添付図書：①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共
施設を表示する図面で縮尺 1/1,000 以上のもの（例：位置図 等） 

②敷地内における住宅等の位置を表示する図面で縮尺 1/100 以上のもの
（例：配置図 等） 

③住宅等の各階平面図で縮尺 1/50 以上のもの 
④住宅等の 2面以上の立面図で縮尺 1/50 以上のもの 
⑤行為を行う土地の地番がわかる図書 
⑥委任状（届出者以外が届け出る場合） 

 

※届出内容を変更する場合は、様式６（行為の変更届出書）と上記と同様の添付図面を 

提出してください。 
  



届出に必要な手続き 
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誘導施設の開発行為・建築行為の計画 

 
 
 
（1）届出が必要となる行為・区域 
都市機能誘導施設の開発行為や建築行為を計画している場合、次のフローにより、届

出が必要な行為や区域に該当するか確認して下さい。 
 

≪届出対象行為・区域の確認≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

都市機能誘導施設の建築などをする場合 
 

以下の行為が対象となります。 

 

 

 

 

※誘導施設 

 

YES NO 

以下の区域が対象となります。 

 

届出対象行為の確認 

誘導区域の確認 

開発行為  
◆誘導施設※を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

建築等行為 
◆誘導施設※を有する建築物を新築しようとする場合 
◆建築物を改築し、誘導施設※を有する建築物とする場合 
◆建築物の用途を変更し、誘導施設※を有する建築物とする場合 

（誘導施設が含まれる建築物は全て対象となります） 

YES 

届 出 不 要 

NO 

届 出 必 要 

◆行為対象地のすべてが都市機能誘導区域外 
◆行為対象地が都市機能誘導区域と災害リス
クの高い区域にまたがる 

確認① 

確認② 

 まちなか 地域生活拠点 

都市機能誘導施設（届出対象施設） 

富
士
駅
周
辺 

富
士
中
部
周
辺 

吉
原
中
央
駅
・ 

本
町
駅
周
辺 

新
富
士
駅
周
辺 

富
士
見
台 

広
見 

入
山
瀬
駅
周
辺 

岳
南
富
士
岡
駅
周
辺 

吉
原
駅
周
辺 

富
士
川
駅
周
辺 

▸ 大学     ▸ 専修学校     ▸ 各種学校 
▸ 図書館    ▸ 文化会館     ▸ 病院 
▸ 中枢的な行政機能を有する施設（市役所等） 
▸ 大規模小売店舗(ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄを除く) ▸ 映画館 

誘導区域 

届出 「不要」 届出 「必要」 

▸ スーパーマーケット・ドラッグストア ▸ 金融機関・郵便局   
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（2）提出書類 
  対象の行為等について届出をする場合、下記の書類を各 2部提出してください。 
 
◆開発行為の場合 
届 出 書：様式 4（開発行為届出書） 
添付図書：①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共

施設を表示する図面で縮尺 1/1,000 以上のもの（例：位置図 等） 
②設計図で縮尺 1/100 以上のもの（例：土地利用計画図 等） 
③行為を行う土地の地番がわかる図書 
④委任状（届出者以外が届け出る場合） 

◆建築等行為の場合 
届 出 書：様式 5（誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しく 

はその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書） 
添付図書：①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共

施設を表示する図面で縮尺 1/1,000 以上のもの（例：位置図 等） 
②敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺 1/100以上のもの 
（例：配置図 等） 
③建築物の各階平面図で縮尺 1/50 以上のもの 
④建築物の 2面以上の立面図で縮尺 1/50 以上のもの 
⑤行為を行う土地の地番がわかる図書 
⑥委任状（届出者以外が届け出る場合） 

※届出内容を変更する場合は、様式６（行為の変更届出書）と上記と同様の添付図面を
提出してください。 

 
 
 

（1）届出が必要となる行為・区域 
行 為：誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 
区 域：都市機能誘導区域内 （10ページ以降の区域図参照） 

 
（2）提出書類 

届 出 書：様式 7（誘導施設の休廃止届出書） 
添付図書：①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共

施設を表示する図面で縮尺 1/1,000 以上のもの（例：位置図 等） 
②委任状（届出者以外が届け出る場合） 

都市機能誘導施設を休止又は廃止する場合 
 



届出に必要な手続き 
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届出から行為着手までは以下の流れで行われます。 
届出書等は行為着手の 30日前までに市役所都市計画課に 2部提出して下さい。市は提出

書類を確認し、不備がない場合は、届出書に受付印を押印の上返却します。開発許可申請や
建築確認申請等の手続きについては、届出書の返却後に行って下さい。 
 

≪届出から行為着手までの流れ≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 届出書は、下記の市窓口で配布しています。また、市ウェブサイトからダウンロードす
ることができます。 

・ 届出に関する手続きや各種書類の記入方法等で、ご不明な点がありましたら、下記ま
でお問い合わせ下さい。 

 

 
 

 

 

届出から行為着手までの流れ 
 

届出に関する書類等について 
 

【届出の詳細確認や届出書類のダウンロード先】 
立地適正化計画に関する市ウェブサイト 
富士市トップページ⇒くらしと市政⇒まちづくり⇒都市計画⇒申請･届出 

 
【お問い合わせ先】 
富士市都市整備部都市計画課 TEL：0545-55-2785 FAX：0545-51-0475 

   富士市 立地適正化計画 届出 検索 

届出必要 届出 
不要 

開発・建築等行為の計画 

届出の必要性と提出書類の確認 

届出書等の提出 ※着手の 30日前まで 
提出先：都市計画課 

市が確認 

開発・建築等行為の着手 

開発許可申請・建築確認申請等の手続き 

★確認項目 
・届出が必要となる
行為・区域 

・届出の提出時期・提
出書類等 

★確認方法 
・都市計画課窓口 
・市ウェブサイト 

届出書の返却 
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様式 1(省令第 35条第 1項第 1号関係) の記入例 

 

開発行為届出書 

都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け出ます。 

 

 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

 富士市長       殿 

 

届出者 住所 富士市永田町1丁目○○番地 

氏名 富士 太郎         

 

開
発
行
為
の
概
要 

1 開発区域に含まれる地域の名称 富士市永田町1丁目 

2 開 発 区 域 の 面 積  1,300 平方メートル  

3 住 宅 等 の 用 途  共同住宅 

4 工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  

5 工 事 の 完 了 予 定 年 月 日 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  

6 そ の 他 必 要 な 事 項 ○区画、○○戸 

注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 

 

届出様式の記入例 
 

・個人の場合は、住所・氏名 
・法人の場合は、所在地・法人名称・代表者
氏名 

・複数の個人・法人で行う場合は、それぞれ
について記載 

開発を行う区画
数や建築する住
宅の戸数を記載 

大字までを記載 



都市機能誘導区域・居住誘導区域の区域図 
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1 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

入山瀬駅周辺・・・・・・・・・・・・・・・ 

国道 139 号沿線周辺・・・・・・・・ 

広見周辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

富士見台周辺・・・・・・・・・・・・・・・ 

岳南富士岡駅周辺・・・・・・・・・・・ 

神谷駅周辺・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

富士川駅周辺・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ｐ11 

Ｐ12 

Ｐ13 

Ｐ14 

Ｐ15 

Ｐ16 

Ｐ17 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

富士駅周辺・・・・・・・・・・・・・ 

富士中部周辺・・・・・・・・・・・ 

吉原中央駅・本町駅周辺・・ 

新富士駅周辺・・・・・・・・・・・ 

吉原駅周辺・・・・・・・・・・・・・ 

東田子の浦駅周辺・・・・・・・ 

 

Ｐ18 

Ｐ19 

Ｐ20 

Ｐ21 

Ｐ22 

Ｐ23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各区域のさらに詳細な地図情報につきましては、 
下記より閲覧・検索することができます。 

ふじタウンマップ⇒都市計画情報マップ 
https://www2.wagmap.jp/fujicity/Portal 

 
 
 
 
 
 

1 

2 3 
4 

5 
6 

7 

8 9 10 

11 
12 13 

←スマートフォンサイトはこちら 

http://#
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都
市
機
能
誘
導
区
域
・ 

居
住
誘
導
区
域
の
区
域
図 

1 入山瀬駅周辺 

 

 

 

※災害リスクが高い区域 
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、 
洪水浸水想定区域（計画規模 浸水深 3.0m 以上の区域（まちなかを除く））、浸水実績箇所（床上浸水被害） 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

■ 災害リスクの高い区域 
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2 国道 139号沿線周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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都
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・ 

居
住
誘
導
区
域
の
区
域
図 

3 広見周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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4 富士見台周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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都
市
機
能
誘
導
区
域
・ 

居
住
誘
導
区
域
の
区
域
図 

5 岳南富士岡駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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6 神谷駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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都
市
機
能
誘
導
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居
住
誘
導
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の
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図 

7 富士川駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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8 富士駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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都
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機
能
誘
導
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誘
導
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図 

9 富士中部周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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10 吉原中央駅・本町駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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都
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機
能
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導
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導
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図 

11 新富士駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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12 吉原駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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13 東田子の浦駅周辺 

 

 

 都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 

 

■ 災害リスクの高い区域 
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Ｑ1 届出対象となる「住宅」とはどういったものですか。サービス付高齢者住宅や社
宅についても「住宅」に該当しますか？ 

Ａ1 
「住宅」とは一戸建て住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。また、実態
に応じ、共同住宅に該当すると判断されるサービス付き高齢者住宅や社宅等も、
「住宅」として取り扱います。 

 

Ｑ2 既存建築物が 3戸以上の住宅で、それを改築し 3戸以上の住宅とした場合、届出
は必要ですか？ 

Ａ2 改築や用途の変更をした後の建築物が 3戸以上の住宅となれば届出の対象となり
ます。 

 
Ｑ3 開発行為時に届出を行った場合でも、建築行為時に届出は必要ですか？ 
Ａ3 開発行為、建築行為のそれぞれについての届出が必要です。 

 
Ｑ4 開発行為には、「ミニ開発」の場合でも届出対象になりますか？ 

Ａ4 3 戸以上の住宅建築が目的の開発行為に該当する場合は、ミニ開発行為でも届出
の対象となります。 

 
Ｑ5 休止と廃止の違いは何ですか？ 
Ａ5 施設の再開の意思がある場合は休止、再開の意思がない場合は廃止になります。 

 
Ｑ6 誘導施設に位置付けない施設の場合、届出は必要ですか？ 
Ａ6 必要ありません。「立地推奨施設」についても届出をする必要はありません。 

 

Ｑ7 1 つの建築物で、複数の誘導施設を有する建築物を建築する場合、届出はそれぞ
れの施設毎に必要ですか？ 

Ａ7 誘導施設が 1つの建築物に集約されている場合、届出は 1つで結構です。ただし、
建築物の用途の欄に届出対象となる全ての誘導施設名の記載をお願いします。 

 

Ｑ8 行為の対象地が、居住誘導区域や都市機能誘導区域の内外にまたがる場合は、届
出が必要ですか？ 

Ａ8 
行為の対象地が、一部でも居住誘導区域や都市機能誘導区域を含む場合は、届出
の必要がありません。ただし、居住誘導区域や都市機能誘導区域を含む場合であ
っても、災害リスクの高い区域を一部でも含む場合は、届出が必要となります。 

 
Ｑ9 届出をしない場合や虚偽の届出をした場合、どうなりますか？ 

Ａ9 
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金（都市再生特別
措置法第 130条）に処される場合や、勧告（都市再生特別措置法第 88条または
第 108条）を行う場合があります。 

 
Ｑ10 今回の改定で居住誘導区域の一部を除外していますが、その理由は何ですか？ 

Ａ10 
今回の改定で「防災指針」を位置付けるにあたり、居住誘導区域等の安全性等を
確認し、洪水浸水想定（計画規模）が 3.0ｍを超える区域と過去に高頻度に渡り
床上浸水が発生した区域については、居住を誘導しないこととしました。 

 

届出に係るQ&A 
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【問い合わせ】 
富 士 市  都 市 整 備 部  都 市 計 画 課 
〒417-8601 静岡県富士市永田町 1 丁目 100 番地 
電話 : 0 5 4 5 - 5 5 - 2 7 8 5  F A X : 0 5 4 5 - 5 1 - 0 4 7 5 

メール：toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp 


